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附

則

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
一
条
及
び
第
二
十
二
条
の
規
定
は
、
公

布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

総
務
大
臣

菅

義
偉

財
務
大
臣

尾
身

幸
次

文
部
科
学
大
臣

伊
吹

文
明

厚
生
労
働
大
臣

柳
澤

伯
夫

経
済
産
業
大
臣

甘
利

明

国
土
交
通
大
臣

冬
柴

鐵
三

環
境
大
臣

若
林

正
俊

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

独
立
行
政
法
人
に
係
る
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
独
立

行
政
法
人
農
林
水
産
消
費
技
術
セ
ン
タ
ー
法
及
び
独
立
行

政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の

施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る

政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

政
令
第
百
十
一
号

独
立
行
政
法
人
に
係
る
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の

独
立
行
政
法
人
農
林
水
産
消
費
技
術
セ
ン
タ
ー
法

及
び
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整

備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
独
立
行
政
法
人
に
係
る
改
革
を
推
進
す
る
た

め
の
独
立
行
政
法
人
農
林
水
産
消
費
技
術
セ
ン
タ
ー
法
及

び
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
八
号
）
附
則
第
三
条
第
三

項
及
び
第
十
項
、
第
四
条
第
三
項
（
同
法
附
則
第
七
条
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
五
条
、
第

六
条
第
三
項
及
び
第
十
項
並
び
に
第
二
十
二
条
並
び
に
関

係
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

目
次第

一
章

関
係
政
令
の
整
備
（
第
一
条
e

第
十
六
条
）

第
二
章

経
過
措
置
（
第
十
七
条
e

第
二
十
六
条
）

附
則

第
一
章

関
係
政
令
の
整
備

（
道
路
運
送
車
両
法
施
行
令
等
の
一
部
改
正
）

第
一
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
独
立
行
政
法
人

農
林
水
産
消
費
技
術
セ
ン
タ
ー
」
を
「
独
立
行
政
法
人

農
林
水
産
消
費
安
全
技
術
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、「
、
独

立
行
政
法
人
肥
飼
料
検
査
所
、
独
立
行
政
法
人
農
薬
検

査
所
、
独
立
行
政
法
人
林
木
育
種
セ
ン
タ
ー
」を
削
る
。

一

道
路
運
送
車
両
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令

第
二
百
五
十
四
号
）
第
十
四
条

二

地
方
財
政
再
建
促
進
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和

三
十
年
政
令
第
三
百
三
十
三
号
）
第
十
二
条
の
二

三

官
公
需
に
つ
い
て
の
中
小
企
業
者
の
受
注
の
確
保

に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
一
年
政
令
第
二

百
四
十
八
号
）
第
二
条
第
一
号

（
農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適
正
化
に
関

す
る
法
律
施
行
令
及
び
環
境
情
報
の
提
供
の
促
進
等
に

よ
る
特
定
事
業
者
等
の
環
境
に
配
慮
し
た
事
業
活
動
の

促
進
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
四
項
の
法
人
を
定
め
る

政
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
独
立
行
政
法
人

農
林
水
産
消
費
技
術
セ
ン
タ
ー
」
を
「
独
立
行
政
法
人

農
林
水
産
消
費
安
全
技
術
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。

一

農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適
正
化
に

関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
二
百

九
十
一
号
）
第
七
条

二

環
境
情
報
の
提
供
の
促
進
等
に
よ
る
特
定
事
業
者

等
の
環
境
に
配
慮
し
た
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る

法
律
第
二
条
第
四
項
の
法
人
を
定
め
る
政
令
（
平
成

十
七
年
政
令
第
四
十
二
号
）
第
一
号

（
農
地
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

農
地
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
四
百

四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
六
第
一
項
第
六
号
中
「
独
立
行
政
法
人
種

苗
管
理
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
家
畜
改
良
セ
ン

タ
ー
又
は
独
立
行
政
法
人
肥
飼
料
検
査
所
」
を
「
独
立

行
政
法
人
農
林
水
産
消
費
安
全
技
術
セ
ン
タ
ー
、
独
立

行
政
法
人
種
苗
管
理
セ
ン
タ
ー
又
は
独
立
行
政
法
人
家

畜
改
良
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。

（
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
施
行
令
（
昭
和
二
十

八
年
政
令
第
二
百
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

（
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
著
作
物
に
係
る
登
録
の
特
例
に
関
す

る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
八
条

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
著
作
物
に
係
る
登
録
の
特
例
に

関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
六
十
一
年
政
令
第
二
百
八

十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
十
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
七

独
立
行
政
法
人
農
林
水
産
消
費
安
全
技
術
セ

ン
タ
ー

別
表
第
二
十
号
か
ら
第
二
十
四
号
ま
で
を
次
の
よ
う

に
改
め
る
。

二
十
か
ら
二
十
四
ま
で

削
除

（
研
究
交
流
促
進
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
九
条

研
究
交
流
促
進
法
施
行
令
（
昭
和
六
十
一
年
政

令
第
三
百
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

表
の
七
の
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

独
立
行
政
法
人
農
林
水
産
消
費
安
全
技
術
セ
ン

タ
ー

（
種
苗
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
条

種
苗
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
三
百
六
十

八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
中「
、
独
立
行
政
法
人
林
木
育
種
セ
ン
タ
ー
」

を
削
る
。

（
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に

関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防

止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二

百
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
一
条
第
二
項
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
を

次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十

独
立
行
政
法
人
農
林
水
産
消
費
安
全
技
術
セ
ン

タ
ー

十
一
及
び
十
二

削
除

（
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
等

の
一
部
改
正
）

第
六
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
、
独
立
行
政
法

人
農
薬
検
査
所
」
を
削
り
、「
独
立
行
政
法
人
農
林
水
産

消
費
技
術
セ
ン
タ
ー
、独
立
行
政
法
人
肥
飼
料
検
査
所
」

を
「
独
立
行
政
法
人
農
林
水
産
消
費
安
全
技
術
セ
ン

タ
ー
」
に
改
め
、「
、
独
立
行
政
法
人
林
木
育
種
セ
ン

タ
ー
」
を
削
る
。

一

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令

（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
百
九
十
二
号
）
別
表
第

二
第
二
号

二

高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
施

行
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
二
百
五
十
二
号
）
附

則
第
二
項
第
二
号

三

国
等
に
よ
る
環
境
物
品
等
の
調
達
の
推
進
等
に
関

す
る
法
律
第
二
条
第
二
項
の
法
人
を
定
め
る
政
令

（
平
成
十
二
年
政
令
第
五
百
五
十
六
号
）
第
一
号

（
飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る

法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関

す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
百
九
十
八

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
中
「
独
立
行
政
法
人
肥
飼
料
検
査
所
」を「
独

立
行
政
法
人
農
林
水
産
消
費
安
全
技
術
セ
ン
タ
ー
」
に

改
め
る
。

第
五
条
の
二
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
十
五

独
立
行
政
法
人
に
係
る
改
革
を
推
進
す
る

た
め
の
独
立
行
政
法
人
農
林
水
産
消
費
技
術
セ
ン

タ
ー
法
及
び
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
法

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第

八
号
。
以
下
「
農
林
水
産
消
費
技
術
セ
ン
タ
ー
法

等
改
正
法
」
と
い
う
。）附
則
第
八
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
退
職
手
当
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
勤
続

期
間
の
計
算
に
つ
い
て
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い

た
在
職
期
間
と
み
な
さ
れ
る
農
林
水
産
消
費
技
術

セ
ン
タ
ー
法
等
改
正
法
附
則
第
六
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
独
立
行
政
法
人
林
木
育
種

セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
旧
林
木
育
種
セ
ン
タ
ー
」
と

い
う
。）の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
及
び
独
立
行

政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
の
職
員
と
し
て
の
在
職

期
間

第
九
条
の
二
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

百
三
十

旧
林
木
育
種
セ
ン
タ
ー
（
平
成
十
八
年
独

法
改
革
農
林
水
産
省
関
係
法
整
備
法
の
施
行
の
日

の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
も
の
を
除
く
。）

第
九
条
の
四
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

四
十
六

農
林
水
産
消
費
技
術
セ
ン
タ
ー
法
等
改
正

法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
独
立
行
政
法

人
農
林
水
産
消
費
技
術
セ
ン
タ
ー
法
（
平
成
十
一

年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
二
条
の
独
立
行
政
法

人
農
林
水
産
消
費
技
術
セ
ン
タ
ー
及
び
農
林
水
産

消
費
技
術
セ
ン
タ
ー
法
等
改
正
法
附
則
第
三
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
独
立
行
政
法
人

肥
飼
料
検
査
所

四
十
七

旧
林
木
育
種
セ
ン
タ
ー
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